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登
録
取
扱
規
則

（
平
成
四
年
十
月
九
日
規
則
第
五
十
二
号
）

平
成
一
一
年

三
月

五
日

改
正

同

一
三
年

八
月
二
四
日

同

一
四
年

六
月
二
一
日

同

一
六
年

二
月
一
九
日

同

一
六
年
一
二
月
一
七
日

同

二
一
年

二
月
一
九
日

同

二
四
年

六
月
一
五
日

同

二
五
年
一
二
月
一
九
日

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
会
則
第
二
十
六
条
に

基
づ
き
、
弁
護
士
名
簿
の
登
録
、
登
録
換
え
、
登
録
事
項
の
変
更

又
は
登
録
取
消
し
に
関
し
て
本
会
に
提
出
す
る
こ
と
を
要
す
る
書

類
の
様
式
を
定
め
る
。

第
二
条

弁
護
士
名
簿
の
登
録
に
関
し
て
提
出
す
る
書
類
の
様
式

は
、
別
紙
第
一
号
①
書
式
と
す
る
。

２

弁
護
士
が
裁
判
官
に
任
官
し
、
退
官
後
、
弁
護
士
名
簿
に
登
録

を
請
求
す
る
と
き
に
提
出
す
る
書
類
の
様
式
は
、
別
紙
第
一
号
②

書
式
と
す
る
。
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３

判
事
補
及
び
検
事
の
弁
護
士
職
務
経
験
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
六
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
弁
護
士
名
簿

の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
に
提
出
す
る
書
類
の
様
式
は
、

別
紙
第
一
号
③
書
式
と
す
る
。

第
三
条

弁
護
士
名
簿
の
登
録
換
え
に
関
し
て
提
出
す
る
書
類
の
様

式
は
、
別
紙
第
二
号
①
書
式
及
び
第
二
号
②
書
式
と
す
る
。

第
四
条

弁
護
士
名
簿
の
登
録
事
項
の
変
更
に
関
し
て
提
出
す
る
書

類
の
様
式
は
、
別
紙
第
三
号
書
式
と
す
る
。

第
五
条

弁
護
士
法
第
十
一
条
に
基
づ
く
弁
護
士
名
簿
の
登
録
取
消

し
に
関
し
て
提
出
す
る
書
類
の
様
式
は
、
別
紙
第
四
号
書
式
と
す

る
。

第
六
条

弁
護
士
会
が
所
属
の
弁
護
士
に
つ
い
て
登
録
取
消
し
の
事

由
が
あ
る
と
認
め
て
こ
れ
を
報
告
す
る
場
合
の
書
類
の
様
式
は
、

別
紙
第
五
号
①
書
式
及
び
第
五
号
②
書
式
と
す
る
。

第
七
条

職
務
上
の
氏
名
の
使
用
又
は
変
更
に
関
し
て
提
出
す
る
書

類
の
様
式
は
、
別
紙
第
六
号
書
式
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

登
録
取
扱
規
則
（
規
則
第
一
号
）
は
、
こ
の
規
則
施
行
と
同
時

に
廃
止
す
る
。

附

則
（
平
成
一
一
年
三
月
五
日
改
正
）
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第
三
号
書
式
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

附

則
（
平
成
一
三
年
八
月
二
四
日
改
正
）

第
一
号
書
式
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

附

則
（
平
成
一
四
年
六
月
二
一
日
改
正
）

（

）

、

第
二
条
第
二
項

新
設

及
び
第
一
号
の
２
書
式
の
改
正
規
定
は

平
成
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
一
六
年
二
月
一
九
日
改
正
）

第
一
条
、
第
三
条
、
第
五
条
、
第
六
条
及
び
第
一
号
書
式
か
ら
第

五
号
書
式
ま
で
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

附

則
（
平
成
一
六
年
一
二
月
一
七
日
改
正
）

第
二
条
第
三
項
（
新
設
）
及
び
別
紙
第
一
号
の
３
書
式
の
改
正
規

定
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
一
年
二
月
一
九
日
規
則
第
一
四
〇
号

職
務
上
の
氏
名
に
関
す
る
規
程
の
制
定
に
伴
う
規

、

、

則
の
整
備
等
に
関
す
る
規
則

第
二
条

第
三
条

第
六
条
、
第
七
条
、
第
一
号
書
式
か
ら
第
五
号
②

書
式
、
第
六
号
書
式
改
正
）
抄

１

こ
の
規
則
は
、
職
務
上
の
氏
名
に
関
す
る
規
程
（
会
規
第
八
十
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九
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る

（
後
略
）

。

（
平
成
二
一
年
一
二
月
一
七
日
理
事
会
決
議
で
平
成
二
二

年
一
二
月
一
日
か
ら
施
行
）

附

則
（
平
成
二
四
年
六
月
一
五
日
改
正
）

別
紙
第
一
号
①
書
式
、
別
紙
第
一
号
②
書
式
、
別
紙
第
一
号
③
書

式
及
び
別
紙
第
六
号
書
式
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
九

日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
五
年
一
二
月
一
九
日
改
正
）

別
紙
第
一
号
①
書
式
か
ら
③
書
式
ま
で
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二

十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



第１号①書式（第２条関係）

日本弁護士連合会会長　殿

請求者 印

（〒 － ）

（マンション・ビル名）

（事務所名）

　電　　話 ( ) ＦＡＸ ( )

（〒 － ）

（マンション・ビル名）

　電　　話 ( ) ＦＡＸ ( )

１　履歴書及び写真（無帽・無背景　４cm×３cm）
２　戸籍謄本（外国籍の者については，外国人住民に係る住民票の写し），戸籍抄本又は氏名，本籍
　及び生年月日の記載を証明する戸籍記載事項証明書のうちいずれか１通
３　弁護士となる資格を証明する書面（司法修習終了後引き続き登録する者を除く。）
４　弁護士法第７条各号のいずれにも該当しない旨の証明書
５　弁護士法第１２条第１項各号及び第２項に掲げる事項に関する書面
６　弁護士であった者については，登録取消し前の弁護士名簿に登録されていた者と同一人であるこ
　とを証する書類

６ 万 円

弁 護 士 名 簿 登 録 請 求 書
印紙貼付

年 月 日

私は，弁護士名簿に登録されたく，弁護士法第９条及び日本弁護士連合会

会則第１９条の規定により必要書類を添付して請求します。

ふりがな

        年　　　月　　　日生 男・女
氏 名

本 籍
(外国籍の者は
国籍を記入)

弁護士であったことの有無 有 ・　　無
（登録取消し時の登録番号） （　　　　　　　　　　　　　　　　）

事 務 所

住 所

　職務上の氏名を使用しようとする者については，職務上の氏名の届出書・使用許可申請書（第６号
書式）を併せて提出する。

入会希望
弁護士会

弁護士会

添 付 書 類



第１号②書式（第２条関係）

年 月 日

印

(〒 － )

( ) ( )

(〒 － )

( ) ( )

　及び生年月日の記載を証明する戸籍記載事項証明書のうちいずれか１通

6 万 円
弁 護 士 名 簿 登 録 請 求 書

印紙貼付

日本弁護士連合会会長 殿

請求者

私は，弁護士名簿に登録されたく，弁護士法第９条及び日本弁護士連合会

会則第１９条の規定により必要書類を添付して請求します。

ふりがな

年 月 日生 男・女
氏    名

本    籍
(外国籍の者は
国籍を記入)

弁護士であったことの有無 有
・　　無（登録取消し時の登録番号） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事 務 所 （マンション・ビル名）

（事務所名）

電  話 ＦＡＸ

（マンション・ビル名）

電  話 ＦＡＸ

入会希望
弁護士会

弁護士会

住    所

５　登録取消し前の弁護士名簿に登録されていた者と同一人であることを証する書類

　職務上の氏名を使用しようとする者については，職務上の氏名の届出書・使用許可申請書（第６号
書式）を併せて提出する。

添 付 書 類
１　履歴書及び写真（無帽・無背景　4cm×3cm）
２　戸籍謄本（外国籍の者については，外国人住民に係る住民票の写し），戸籍抄本又は氏名，本籍

３　弁護士法第７条各号のいずれにも該当しない旨の証明書
４　弁護士法第１２条第１項各号及び第２項に掲げる事項に関する書面



第１号③書式(第２条関係）

年 月 日

印

(〒 － )

( ) ( )

(〒 － )

( ) ( )

５　判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の規定により弁護士となってその職務を行う予定
  の者である旨の書面

6 万 円
弁 護 士 名 簿 登 録 請 求 書

印紙貼付

日本弁護士連合会会長 殿

請求者

私は，弁護士名簿に登録されたく，弁護士法第９条及び日本弁護士連合会

会則第１９条の規定により必要書類を添付して請求します。

ふりがな

年 月 日生 男・女
氏    名

本    籍

(外国籍の者は
国籍を記入)

事 務 所
（マンション・ビル名）

（事務所名）

電  話 ＦＡＸ

住    所
（マンション・ビル名）

電  話 ＦＡＸ

入会希望
弁護士会

弁護士会

４  弁護士法第１２条第１項各号及び第２項に掲げる事項に関する書面

６  [登録日に提出] 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の規定により弁護士となってその
  職務を行う者である旨の書面

　職務上の氏名を使用しようとする者については，職務上の氏名の届出書・使用許可申請書（第６号
書式）を併せて提出する。

添 付 書 類
１　履歴書及び写真（無帽・無背景　4cm×3cm）
２　戸籍謄本（外国籍の者については，外国人住民に係る住民票の写し），戸籍抄本又は氏名，本籍
　及び生年月日の記載を証明する戸籍記載事項証明書のうちいずれか１通
３　弁護士法第７条各号のいずれにも該当しない旨の証明書



年 月 日

印

(〒 － )

（マンション・ビル名）

( ) ( )

(〒 － )

（マンション・ビル名）

( ) ( )

添　付　書　類
１　弁護士法第１０条第２項に規定する届出に関する書面
２　弁護士法第１２条第２項に掲げる事項に関する書面

弁 護 士 名 簿 登 録 換 え 請 求 書

 

日生

日本弁護士連合会会則第２０条の規定により必要書類を添付して請求します。

 

弁護士会に登録換えされたく，弁護士法第１０条及び

↑職務上の氏名を使用している場合は
職務上の氏名を記載してください。

  

 年

 

ふりがな

男・女

※新住所欄は必ず記入してください。住所に変更がない場合及び新住所が未定の場合には現住所を記入し
てください。

 

日本弁護士連合会会長 殿

請求者   

　私は，  

ふりがな

 

 月

職務上の氏名  

弁護士会 登録番号第

 

号

氏    名   

弁護士会

  

新事務所

  

 

 

現 所 属
 

本    籍  

（ 国   籍 ） （外国籍者のみ）  

電  話    ＦＡＸ

（事務所名）  

電  話   

第２号①書式（第３条関係）

 

 ＦＡＸ  

新 住 所

   

  

 

 



号

年 月

年 月 日

印

殿

年 月 日

弁護士会

印

  私は，　　　　　　　弁護士会に登録換えされたく，弁護士法第１０条第２項
の規定により届け出ます。

会 長

 弁護士会

会  長

上記届出のあったことを証明する。

  

本 人

 

氏 名   

  

日生

第２号②書式（第３条関係）

※職務上の氏名を使用している場合は，氏名欄及び本人欄には職務上の氏名を記載すること。

弁 護 士 名 簿 登 録 換 え 届 書

所属弁護士会 弁護士会

登 録 番 号 第

ふ り が な  



年 月 日

弁護士会

↑氏名変更の場合は「新氏名」を記入してください。同時に職務上の氏名を届け出る場合は，氏名を記入してください。

変更事項に〇をつけ，その欄に記入してください。「削除」や「廃止」の場合はその旨記入してください。

↓

( ) ( )

( ) ( )

電話 ( ) ( )

第３号書式（第４条関係）

　職務上の氏名を使用しようとする者は，職務上の氏名の届出書・使用許可申請書（第６号書式）を併せて
提出する。

下 記 の と お り 登 録 事 項 の 変 更 が あ り ま し た の で ， 日 本 弁 護 士 連 合 会 会 則 第 ２ １条 の 規 定 に よ り 届 け 出 ま す 。

Ｆ Ａ Ｘ

－

自

宅

〒

電話２ Ｆ Ａ Ｘ ２

電話１ Ｆ Ａ Ｘ １

ビル名等

－

本

籍
新 本 籍

事

務

所

事務所名称

〒

新 氏 名
氏  名

ふ り が な

氏

名

旧 氏 名
氏  名

ふ り が な

氏      名

（職務上の氏名を使用して
いる場合は職務上の氏名）

氏  名 印

日本弁護士連合会会長 殿

所属会

登 録 事 項 変 更 届 書

登 録 番 号



年 月 日

印

　氏　　名

(〒 － )

（マンション・ビル名）

( ) ( )

(〒 － )

（マンション・ビル名）

( ) ( )

第４号書式（第５条関係）

登録番号第

日生

号

職務上の氏名を記載してください。

年 月

弁護士名簿登録取消し請求書

男・女

日本弁護士連合会会長 殿

ふりがな

職務上の氏名

↑職務上の氏名を使用している場合は

電  話

住    所

請求者

　私は，　　　　　　　により弁護士名簿の登録を取り消されたく，弁護士法第１１
条及び日本弁護士連合会会則第２２条第１項の規定により請求します。

所　　属 弁護士会

（国籍） （外国籍者のみ）

電  話

弁護士会

ＦＡ Ｘ

本    籍

（事務所名）

事 務 所

ＦＡ Ｘ



年 月 日

弁護士会

印

　氏　　名

(〒 － )

（マンション・ビル名）

( ) ( )

(〒 － )

（マンション・ビル名）

( ) ( )

第５号①書式（第６条関係）

　会長

（国籍） （外国籍者のみ）

ＦＡ Ｘ

日本弁護士連合会会長 殿

ふりがな

事 務 所

所　　属 弁護士会

年 男・女日生

本    籍

職務上の氏名

住    所

月

号

電  話

電  話

ＦＡ Ｘ

（事務所名）

登録番号第

弁護士名簿登録取消し事由報告書（死亡）

死亡年月日 　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

弁護士会

報告者

　下記会員は，死亡により弁護士名簿の登録を取り消されたく，弁護士法第１８条の
規定により報告します。



年 月 日

弁護士会

印

　氏　　名

(〒 － )

（マンション・ビル名）

( ) ( )

(〒 － )

（マンション・ビル名）

( ) ( )

第５号②書式（第６条関係）

　会長

ＦＡ Ｘ電  話

（外国籍者のみ）

事 務 所

住    所

号

本    籍

（事務所名）

ＦＡ Ｘ

（国籍）

電  話

日本弁護士連合会会長 殿

ふりがな

月年

報告者

日生

の事由があると認めるので，弁護士法第１８条の規定により報告します。

登録番号第所　　属 弁護士会

職務上の氏名

男・女

　下記会員は，　　　　　　　　　　　　　　　により弁護士名簿の登録取消し

弁護士名簿登録取消し事由報告書（一般）

事由発生
年月日 　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

弁護士会



年 月 日

日本弁護士連合会会長　殿

□ 下 記 職 務 上 の 氏 名 を （　使 用 し た く　・　廃 止 し た く　）届 け 出 ま す 。

□ 下 記 職 務 上 の 氏 名 を 使 用 し た く許 可 願 い ま す 。

（✓を付す）

弁護士会

氏  名

 規則（※１）第２条第１号 変更前の氏名

 　　同  第２号 外国人住民に係る住民票に記載されている通称名

 　　同  第３号 常用漢字に置き換えた氏名

 　　同  第４号 外国人住民に係る住民票に記載されていた氏名

 規程（※２）第４条 廃止

 規則（※１）第３条 使用する必要性及び合理性のある氏名

（希望する場合は○を付す）

 　必要性及び合理性（許可申請の場合）又は理由（廃止の場合）

職務上の氏名に関する規則第４条により資料を添付のとおり提出します（廃止の場合を除く）。

許可申請

第６号書式（第７条関係）

※１　職務上の氏名に関する規則　　※２　職務上の氏名に関する規程

  

ふ り が な   

該当事由
（○を付す）

届出

 

 

職 務 上 の 氏 名

氏  名

  

登 録 番 号   
印

  

ふ り が な  

職務上の氏名の届出書・使用許可申請書

　会員名簿，機関雑誌及びインターネット上に開設した本会の
ホームページにおいて戸籍上の氏名の併記を希望する

 所属会  

氏 名



第１号①書式（第２条関係）

日本弁護士連合会会長　殿

請求者 印

（〒 － ）

（マンション・ビル名）

（事務所名）

　電　　話 ( ) ＦＡＸ ( )

（〒 － ）

（マンション・ビル名）

　電　　話 ( ) ＦＡＸ ( )

１　履歴書及び写真（無帽・無背景　４cm×３cm）
２　戸籍謄本（外国籍の者については，外国人住民に係る住民票の写し），戸籍抄本又は氏名，本籍
　及び生年月日の記載を証明する戸籍記載事項証明書のうちいずれか１通
３　弁護士となる資格を証明する書面（司法修習終了後引き続き登録する者を除く。）
４　弁護士法第７条各号のいずれにも該当しない旨の証明書
５　弁護士法第１２条第１項各号及び第２項に掲げる事項に関する書面
６　弁護士であった者については，登録取消し前の弁護士名簿に登録されていた者と同一人であるこ
　とを証する書類

　職務上の氏名を使用しようとする者については，職務上の氏名の届出書・使用許可申請書（第６号
書式）を併せて提出する。

入会希望
弁護士会

弁護士会

添 付 書 類

住 所

事 務 所

本 籍
(外国籍の者は
国籍を記入)

弁護士であったことの有無 有 ・　　無
（登録取消し時の登録番号） （　　　　　　　　　　　　　　　　）

私は，弁護士名簿に登録されたく，弁護士法第９条及び日本弁護士連合会

会則第１９条の規定により必要書類を添付して請求します。

ふりがな

        年　　　月　　　日生 男・女
氏 名

＊平成２７年４月１日から別紙第１号①書式から③書式までを次のように改める。

６ 万 円

弁 護 士 名 簿 登 録 請 求 書
印紙貼付

年 月 日



第１号②書式（第２条関係）

年 月 日

印

(〒 － )

( ) ( )

(〒 － )

( ) ( )

　及び生年月日の記載を証明する戸籍記載事項証明書のうちいずれか１通

6 万 円
弁 護 士 名 簿 登 録 請 求 書

印紙貼付

日本弁護士連合会会長 殿

請求者

私は，弁護士名簿に登録されたく，弁護士法第９条及び日本弁護士連合会

会則第１９条の規定により必要書類を添付して請求します。

ふりがな

年 月 日生 男・女
氏    名

本    籍
(外国籍の者は
国籍を記入)

弁護士であったことの有無 有
・　　無（登録取消し時の登録番号） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事 務 所 （マンション・ビル名）

（事務所名）

電  話 ＦＡＸ

（マンション・ビル名）

電  話 ＦＡＸ

入会希望
弁護士会

弁護士会

住    所

５　登録取消し前の弁護士名簿に登録されていた者と同一人であることを証する書類

　職務上の氏名を使用しようとする者については，職務上の氏名の届出書・使用許可申請書（第６号
書式）を併せて提出する。

添 付 書 類
１　履歴書及び写真（無帽・無背景　4cm×3cm）
２　戸籍謄本（外国籍の者については，外国人住民に係る住民票の写し），戸籍抄本又は氏名，本籍

３　弁護士法第７条各号のいずれにも該当しない旨の証明書
４　弁護士法第１２条第１項各号及び第２項に掲げる事項に関する書面



第１号③書式(第２条関係）

年 月 日

印

(〒 － )

( ) ( )

(〒 － )

( ) ( )

５　判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の規定により弁護士となってその職務を行う予定
  の者である旨の書面

6 万 円
弁 護 士 名 簿 登 録 請 求 書

印紙貼付

日本弁護士連合会会長 殿

請求者

私は，弁護士名簿に登録されたく，弁護士法第９条及び日本弁護士連合会

会則第１９条の規定により必要書類を添付して請求します。

ふりがな

年 月 日生 男・女
氏    名

本    籍

(外国籍の者は
国籍を記入)

事 務 所
（マンション・ビル名）

（事務所名）

電  話 ＦＡＸ

住    所
（マンション・ビル名）

電  話 ＦＡＸ

入会希望
弁護士会

弁護士会

４  弁護士法第１２条第１項各号及び第２項に掲げる事項に関する書面

６  [登録日に提出] 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の規定により弁護士となってその
  職務を行う者である旨の書面

　職務上の氏名を使用しようとする者については，職務上の氏名の届出書・使用許可申請書（第６号
書式）を併せて提出する。

添 付 書 類
１　履歴書及び写真（無帽・無背景　4cm×3cm）
２　戸籍謄本（外国籍の者については，外国人住民に係る住民票の写し），戸籍抄本又は氏名，本籍
　及び生年月日の記載を証明する戸籍記載事項証明書のうちいずれか１通
３　弁護士法第７条各号のいずれにも該当しない旨の証明書
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